
2020（令和２）年度第２回

伊賀市都市計画審議会
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伊賀都市計画都市計画区域の整備、開発及
び保全の方針について（報告）
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第２－２号議案
一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設
の敷地の位置について
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申請施設の事業概要
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名 称 等 位 置 敷地面積 備 考

【施設】
〇メタン発酵施設
・廃プラスチック類の破砕施設
・木くずの破砕施設
・汚泥の脱水施設

【申請者】
大栄環境株式会社
代表取締役 金子文雄

伊賀市治田字北福澤
3680番他20筆

約29,000㎡

〇メタン発酵施
設
約17,000㎡

［処理能力］
【破砕】311ｔ／12ｈ
・251ｔ／12ｈ １基
・60ｔ／12ｈ １基
【脱水】612㎥／24ｈ
・204㎥／24ｈ 3基

〇堆肥化施設
・ごみ処理施設

【申請者】
大栄環境株式会社
代表取締役 金子文雄

〇堆肥化施設
約12,000㎡

【発酵】
92ｔ／８ｈ
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申請の経緯と計画の概要①

・新たな事業として、メタンガスを用いたガス発
電を行い、その電力を売電する計画、及び同敷
地内で堆肥化施設を設置し、堆肥の製造を行う
計画。

・新たな事業のために、メタン発酵施設の設置
及び同敷地内への堆肥化施設の設置を計画

・メタン発酵施設、堆肥化施設で一般廃棄物及
び産業廃棄物がそれぞれ処理される。
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申請の経緯と計画の概要②
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申請の経緯と計画の概要③
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申請の経緯と計画の概要④
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建築基準法第51条

都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物

処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建

築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでな

ければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が

都道府県都市計画審議会（その敷地の位置を都市計画に定めるべき

者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市

計画審議会が置かれている場合にあっては、当該市町村都市計画審

議会）の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて

許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若し

くは増築する場合においては、この限りでない。



扱う品目と分類
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建築基準法第51条ただし書許可申請の流れ
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産業廃棄物

申請者による事前協議【三重県】

敷地の位置の妥当性の審議

（伊賀市） 許可申請

（三重県）

法第51条ただし書許可 【三重県】

伊賀市都市計画審議会

三重県都市計画審議会

一般廃棄物

申請者による事前協議【三重県】

敷地の位置の妥当性の審議

（伊賀市） 許可申請

（三重県）

法第51条ただし書許可 【三重県】

伊賀市都市計画審議会



廃棄物処理施設における都市計画審議会の関わり

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律

悪臭防止法土壌汚染対策
法

大気汚染防
止法

騒音規制法 振動規制法
都市計画における
位置の妥当性

都市マスタープラン

都市計画決定事項

公共施設等との位置関係

住居地域等との位置関係
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 建築基準法（第51条ただし書）



８つの項目により判断

① 伊賀市における土地利用上の妥当性
② 敷地周辺の状況
③ 施設計画の妥当性
④ 事業計画の妥当性
⑤ 周辺環境に関する影響
⑥ 搬出・搬入路
⑦ 関係機関との協議
⑧ 地元との協議・説明
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新施設の設置に伴う位置の妥当性



①伊賀市における土地利用上の妥当性

申請地は

 伊賀市都市マスタープランの土地利用区分
「農住ゾーン」の中「工業用地」内

 伊賀都市計画区域内
 土地利用基本計画による工業用地区域

としての位置付け
 リサイクル及び中間処理施設として

都市計画法29条開発許可区域
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「農住ゾーン」、「工業用地」

伊賀市都市マスタープラン
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廃棄物処理施設の敷地位置の考え方

建築基準法第51条ただし書き許可申請における敷地の位置の考え方

国土交通省都市計画運用指針
・工業系の用途地域への設置
・集約して設置することが望ましい

伊賀市都市マスタープラン 「工業用地」
・既存工業集積地への工業系土地利用の集積
・住居系用途との混在の回避



②敷地周辺の状況
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 申請敷地から東側約400ｍの位置に住宅団地
が存在する。

 申請敷地から南東側約2ｋｍの位置に教育施
設（予野保育園）が存在する。



19

敷地周辺の状況

予野保育園

住宅団地（名阪青葉台）



③施設計画の妥当性（メタン発酵施設）
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（申請施設） メタン回収・発電・売電

処理能力
・破砕施設 311ｔ／12ｈ
・脱水施設 612㎥／24ｈ



③施設計画の妥当性（堆肥化施設）
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処理能力
・発酵施設 92ｔ／8ｈ

搬

入

計

量

破
袋
分
別

発
酵
槽
（
１
次
発
酵
）

ヤ
ー
ド
（
２
次
発
酵
）

堆
肥

（申請施設）
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メタン施設レイアウト

堆肥化施設レイアウト

③施設計画の妥当性（全体配置）



④事業計画の妥当性
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 操業時間
午前８時から午後９時。
発酵槽や脱水施設は24時間稼働

 作業員延べ27名（メタン施設）
 作業員延べ10名（堆肥化施設）



⑤周辺環境に関する影響について
（騒音・振動）
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推計値

三重県生活環境の
保全に関する条例
施行規則第22条

基準値

推計値＜基準
値

騒音
午前6時～午前８時 54.3dB 55dB 〇

騒音
午前8時～午後7時 58.5dB 60dB ○

騒音
午後7時～午後10時 51.7dB 55dB ○

騒音
午後10時～午前6時 49.8dB 50dB 〇

振動
午前8時～午後7時 58.9dB 65dB ○

振動
午後7時～午前８時 49.8dB 60dB ○



実測及び評価地点
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⑤周辺環境に関する影響について
（雨水・排水・環境保全措置）

施設からの排水は水処理施設を経由し、再利用
及び北山川へ放流。

雨水 調整池を経由し治田川へ放流。

騒音・振動の測定、安全パトロール・衛生パト
ロール、臭気パトロールを実施
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雨水・排水経路
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⑥搬入・搬出路
（ルート・車両計画）

名阪国道白樫インターチェンジから市道白樫治田
下り側道線（幅員10ｍ）から搬出入を行う

運搬車両 １０ｔ 約６５台

通学路に指定されていない

民家なし
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搬入・搬出経路



⑦関係機関との協議

環境部局

三重県産業廃棄物処理指導要綱に基づく協議

開発部局

一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設とし都市
計画法第29条による開発許可を受け、既に完
了済みである。
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⑧地元との協議・説明について
（土地権利者）

• 三重産業廃棄物処理指導要綱に基づき、
隣接地（計画敷地境界から20ｍ以内）の
土地所有者及び土地使用権限を有する者
の同意を取得。

• 同指導要綱に基づき、計画敷地境界から
100ｍ以内の範囲に居住する者及び事務所
・店舗等の代表者又は責任者の同意を取
得。
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⑧地元等との協議・説明について
（地域説明等）

申請地の治田区、白樫地区、事業所のあ
る予野区に対して2019年8月に事業説明
を行い、了承を得ている。
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判断基準のまとめ

敷地は既に、工業用途の土地利用がされ
ており、本計画の実施により土地利用に
変更はない。

既存の事業敷地内での事業であり、新た
な、敷地の拡張は行わない。

敷地境界での環境予測から生活環境への
新たな影響は小さい。

新たなインフラ整備の必要はない
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判断（案）

一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の敷地
の位置について

都市計画上支障が無い
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